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第２章 

地域別構想 

 

１．地域別構想の考え方 

２．地域別構想 

（１）中央林間・つきみ野地域 

（２）南林間・鶴間地域 

（３）大和・相模大塚地域 

（４）桜ヶ丘地域 

（５）高座渋谷地域 
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１．地域別構想の考え方 
１ 地域別構想の役割 

・地域別構想では、全体構想における都市づくりの方向性を基本とし、鉄道駅を中心とし

た生活圏の視点で一定のまとまりのある区域を１つの地域として捉え、地域ごとの特性

を整理しあるべき地域の姿を示すことによって、まちづくりの方向性を明らかにしま

す。 

・また、これらを踏まえ地域レベルの課題に対応したきめ細やかなまちづくりの方向性と

して「まちづくりの取り組み指針」を示します。 

・なお、大和市みんなの街づくり条例に基づき、地域で合意され、市で認定した計画につ

いては、地域別構想の詳細計画として位置づけます。 

 

２ 対象範囲（5つの地域） 

・地域別構想の地域区分は、中央林間駅、大和駅及び高座渋谷駅を中心に個性的な発展を

遂げてきた「3つのまち」を基本とし、「鉄道駅徒歩圏（半径 800ｍ）」や日常生活圏域、

地域の歴史的な形成経緯などを考慮して地域」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）中央林間・つきみ野地域 

・中央林間駅を中心とした地域であり、各駅を中心に、緑豊かな質の高い都市環境が形成されている地域で

す。 

（２）南林間・鶴間地域 

・南林間駅、鶴間駅を中心とした地域であり、その周辺を東西に走る道路を中心に、行政施設を始めとした

複合的な魅力ある都市環境が形成されている地域です。 

（３）大和・相模大塚地域 

・大和駅を中心とした地域であり、大和駅とその周辺の幹線道路を中心に、中心地としての活力ある都市環

境が形成されている地域です。 

（４）桜ヶ丘地域 

・桜ヶ丘駅と、その南側を東西に貫く県道 45号（丸子中山茅ヶ崎）を中心とした地域であり、川沿いを中

心に、活力との調和を生む、憩いある都市環境が形成されている地域です。 

（５）高座渋谷地域 

・高座渋谷駅を中心とした地域であり、地域の広範囲にわたって、懐かしさを感じるゆとりある都市環境が

形成されている地域です。 
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５つの地域 
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３ 地域別構想の構成 

・地域別構想は、次の構成により整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 地域別構想 

 

 
２．地域別構想 

（１）中央林間・つきみ野地域    （２）南林間・鶴間地域 

（３）大和・相模大塚地域      （４）桜ヶ丘地域 

（５）高座渋谷地域 

[構想の本編] 

 

まちづくりの観点から、５つの地域の現況と特性を整理し、あるべき地域の姿と取り組み指針を示しま

す。 

ⅴ．あるべき地域の姿・・・・・・各地域のあるべき地域の姿を示します。 

ⅵ．まちづくりの取り組み指針・・各地域のあるべき地域の姿の実現に向けた 

取り組み指針を示します。 

[構想の概要説明] 

 

１．地域別構想の考え方・・・・・・地域別構想の役割や構成について説明します。 

 

[構想の前提整理] 

 
ⅰ．地域の形成経緯・・・・・・各地域の成り立ちを整理します。 

ⅱ．地域の現況と特性・・・・・各地域の現況と特性を整理します。 

ⅲ．地域のみなさんの声・・・・各地域の皆さんにいただいた意見を整理します。 

ⅳ．まちづくりの視点・・・・・各地域の今後のまちづくりに必要な視点を整理します。 
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（１）中央林間・つきみ野地域 

ⅰ．地域の形成経緯 

ⅱ．地域の現況と特性 

ⅲ．地域のみなさんの声 

ⅳ．まちづくりの視点 

ⅴ．あるべき地域の姿 

ⅵ．まちづくりの取り組み指針 
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ⅰ．地域の形成経緯 

１ 地形                                                 

・地域の東側を流れる境川とその支流である目黒川が相模野台地を刻み、現在の中央林間

駅とつきみ野駅の間に谷地形を形成しています。 

 

２ 自然                                              

・境川沿いには斜面緑地が点在し、市街地には、歩行者専用道路などの散策道や住宅地内

の緑、生産緑地のまとまりがみられるとともに、まとまった樹林地である中央林間自然

の森が残存しています。 

 

３ 道路・交通網                                       

・国道 16号等の幹線道路や小田急江ノ島線と東急田園都市線の 2つの鉄道路線により、都

心方面へのアクセス性が高く、特に中央林間駅は、東急田園都市線のターミナル駅とし

て、本市の北の玄関口となっています。 

 

４ 市街地形成                                          

・中央林間駅周辺は、昭和初期の小田原急行鉄道江ノ島線の開通に合わせて持ち上がった

一大都市構想である「林間都市計画」によって形成されました。 

・構想では、住宅地として分譲するほか、総合グラウンド、遊園地、学園の建設や映画撮

影所、相撲力士養成学校の誘致など、様々な事業が計画されていました。 

・戦後には、住宅地として整備され現在に至っており、構想の名残として、当時の街区形

状や相模カンツリー倶楽部などが残存しています。 

・一方、つきみ野駅周辺においても、昭和 40年代から東急電鉄による多摩田園都市構想の

一環として進められた土地区画整理事業によって、緑豊かな住宅地が形成されてきまし

た。 

・昭和 59年には、東急田園都市線によって中央林間駅と接続され、地域の東を流れる境川

沿いの斜面林や農地と中央林間自然の森などのまとまった緑地が一体となって、田園都

市のイメージにふさわしい街並みとなっています。 

 

５ 市街地整備（拠点性向上）                                       

・東急田園都市線の乗り入れ以降、中央林間駅周辺は、地域の中心地として発展してきま

した。 

・生活に身近な都市機能を提供する地域拠点として、平成 30年に市民交流拠点ポラリスや

中央林間駅前の商業ビル内に中央林間図書館、子育て支援施設などを整備し、生活の質

と利便性の向上を図っています。 

 

  

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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中央林間駅 

 

目黒川 
境川 

 

中央林間・つきみ野地域の概況 

 

つきみ野駅 

 

 

 

 

 

 

県道 56 号（目黒町町田） 

小田急江ノ島線 

 

東急田園都市線 

 

中央林間自然の森 

 

つきみ野駅 

 

中央林間駅 

 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 

県道 50 号（座間大和） 
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－ 中央林間・つきみ野地域 － 

市街地の形成経緯 

 

形成された景観(伝えたい残したいやまとの景観) 
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ⅱ．地域の現況と特性 

１ 人口・世帯                                       

・平成 27年の人口は約 46,000人、世帯数は約 20,000世帯となっています。 

・過去 20年間の推移をみると、人口・世帯数ともに増加しており、人口は約 12,600人、

世帯数は約 7,000世帯増加しています。 

・高度経済成長期に計画的な宅地開発によって形成されたつきみ野地域などの住宅市街地

において、人口減少と高齢化の進行がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国勢調査（Ｈ27） 

図：人口世帯の推移 図：年齢別人口構成 

33,766 

37,700 

42,286 42,440 

46,372 

12,802 

15,011 

17,418 18,001 
19,798 

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

24,000

33,200

42,400

51,600

60,800

70,000

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

(世帯数)(人)

人口 世帯

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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２ 交通                                         

・小田急江ノ島線、東急田園都市線が通り、都心と結ばれ交通利便性の高い地域です。 

・東急田園都市線のターミナル駅である中央林間駅は、市内でも主要な交通結節点として

多くの乗り換え客が行き交っています。 

・道路は、地域の東部を国道 16号、県道 56号（目黒町町田）が通り、東西方向に県道 50

号（座間大和）、南北方向に都市計画道路南大和相模原線が通り、地域の道路の骨格が形

成されています。 

・しかし、都市間交通の骨格となるラダーパターンの一端を担う都市計画道路福田相模原

線や南大和相模原線、公所相模原線の北端部が未整備となっています。 

３ 拠点                                         

・地域拠点である中央林間駅周辺には、拠点集約型機能である、市民交流拠点ポラリス

や、鉄道事業者との連携により整備した中央林間図書館、子育て支援施設などが立地し

ていますが、さらなる子育て環境の充実が必要となっています。 

・生活の拠点であるつきみ野駅周辺には、不足していた生活サービス施設が整備され、生

活利便性の向上が図られています。 

４ 土地利用                                      

・中央林間駅周辺では、駅を中心に大型商業施設や商店街が、つきみ野駅周辺では県道 56

号（目黒町町田）沿いに沿道商業地が形成されており、その周囲に共同住宅を中心とし

た住宅地が広がっています。 

・地域の南を横断する県道 50号（座間大和）沿いには道路交通の利便性を活かし、工業系

の土地利用がみられます。 

・近年は、工場などの事業所の市外への移転により、跡地が商業施設や住宅に転換され、

工場等の事業所と商業施設、住宅が複合した土地利用が進みつつあります。 

・地域の東側を流れる境川沿いには、斜面林や農地のほか、生産緑地の集積がみられ、中

央林間自然の森や相模カンツリー倶楽部、さくらの散歩道など、様々な緑の資源が保全

されていますが、周辺に総合公園や大規模な農地が無いため、緑被率は市域の平均に比

べて低くなっています。 

・また、やまと軸上に市街化調整区域が残存しており、新たな市街地の形成に向けたまち

づくりが進められています。 

５ 地域活動                                                                                

・大和市道路等環境美化活動（アダプト・プログラム）や公園愛護会などの活動により、

公共空間や自然環境の保全が進められています。 

・中央林間地区では、地区街づくり協議会である「内山の市街地整備推進協議会」が設立

され、地域の人たちが中心となって将来のまちづくりを考える活動が行われています。 

・つきみ野地区では、自主的な街づくり組織である「つきみ野自治会まちづくり委員会」

が中心となって、地区計画や建築協定の整備により、良好な住環境を形成しています。  

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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交通の状況 

土地利用の状況 

出典：H27 都市計画基礎調査 

拠点の状況 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大和市

中央林間

・つきみ野

大和市

中央林間

・つきみ野

H
2
7
年

H
1
7
年

農地等 公園・緑地等

住居系土地利用 商業系土地利用（店舗等）

工業系土地利用（工場等） 公共公益施設用地

道路・鉄道用地 防衛用地

その他（山林・河川・耕作放棄地・民間空地等）
地区面積：488.93ha
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地域活動の状況 

産業の動向 

 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 運輸・通信業

卸売・小売業，飲食店 金融・保険業 不動産業 サービス業

公務(他に分類されないもの)

つきみ野自治会まちづくり委員会、グリーンやまとプロジェクト実行委員会、グリーン

ロードフラワーガーデン、つきみ野幼稚園、新町グリーンクラブ、アトリエ60

第一つきみ野公園愛護会、第二つきみ野愛護会、中央林間３丁目公園愛護会、中央林間

東寿楽会公園愛護会、第一さくらの散歩道公園愛護会、第二さくらの散歩道公園愛護

会、柿の木通り公園みどりの愛護会、緑野公園愛護会、どんぐり公園を育てる会、中央

林間西自治会みどりの会、セ･パルレ中央林間公園愛護会、新町グリーンクラブ、つる

まの森保全協力会

内山緑の広場愛護会、中央林間ツリーガーデン運営委員会、やまももの会、

新町グリーンクラブ

地区計画等

地区計画：下鶴間高木地区地区計画、つきみ野6丁目地区地区計画、下鶴間山谷北地区地区計画

建築協定：つきみ草、つきみ野一丁目第三、つきみ野8丁目13番地、つきみ野6丁目7番地、

               つきみ野7丁目第1、ｺｰﾄｱﾍﾞﾆｭｰつきみ野、つきみ野7丁目1区3組、つきみ野7丁目第7組

中央林間・つきみ野地域

まちづくり

組織一覧

地区街づくり

協議会
内山の市街地整備推進協議会

みどりの愛護会

大和市道路等

環境美化活動

公園愛護会
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ⅲ．地域のみなさんの声 

都市計画マスタープランの改定にあたり、「大和市に住んでいる人」だけでなく「大和市で

働いている人」、「大和市で活動している人」など、本市に関わる様々な方から都市づくり・

まちづくりに関する意見をいただき、地域ごとに主要な課題やニーズを整理しました。 
 

  

 

地域のみなさんの主な声 

 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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ⅳ．まちづくりの視点 

中央林間・つきみ野地域の成り立ちや特性を踏まえ今後のまちづくりを進めるため、全体

構想における４つの「都市づくりの視点」に基づき、当該地域の「まちづくりの視点」を次

のとおり整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

視点① 

小田急江ノ島線や東急田園都市線による都心への良好なアクセス、国道 16 号などの主要幹線道路の

利便性を活かした、都心や隣接する自治体の拠点との交流・連携の促進による都市経営の効率化と新

たな価値の創出 

視点② 

利便性の高い道路・鉄道交通を背景に立地した既存の事業所や、官民が連携して創出してきた駅周

辺の拠点集約型機能を活かした、都市活力の創出 

視点③ 

田園・林間都市の開発を基盤に形成された良好な住宅ストックや都市基盤施設、公所・山谷の斜面林

や農地など、豊かな緑を活かした、快適な都市空間の創出 

視点④ 

この地域の基盤を形作ってきた鉄道事業者を始め、地域に存在するまちづくり組織等と連携による

新たな価値を生むまちづくりへの意識の醸成 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 

[都市づくりの視点①：都市内外の交流・連携の促進による都市経営の効率化と新たな価値の創出] 

[都市づくりの視点②：多様性ある土地利用と地域社会の維持増進による都市活力の創出] 

 

[都市づくりの視点③：都市基盤などの維持と再生による快適で個性豊かな都市空間の創出] 

[都市づくりの視点④：多様な主体による都市づくりの推進による「わがまち」意識の醸成] 
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ⅴ．あるべき地域の姿 

 

  

林間都市・田園都市の名残を継承し、  

駅を中心として快適に過ごせるまち  

 

・中央林間・つきみ野地域の都市基盤には、現在においても、緑豊かな住宅地など、林間都市・田

園都市の面影をみることができます。 

 

・鉄道網が発達し、利便性の高い当該地域は、中央林間駅周辺を中心に、官民の投資により、市民

交流拠点ポラリスや中央林間図書館などの拠点集約型機能が充実してきています。 

 

・このような特性を活かし、多様な世代が快適に過ごせるまちをあるべき姿とします。 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 
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ⅵ．まちづくりの取り組み指針 

あるべき地域の姿の実現に向けて中央林間・つきみ野地域に必要な取り組みを、全体構想

における「都市づくりの方針」に基づき、「まちづくりの取り組み指針」として以下に示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 快適に移動し交流できる地域環境の形成 
移動の自由度を高め、誰もが快適に移動し交流できる地域環境の形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①中央林間駅は、ターミナル駅としての強みを活かし、鉄道事業者などと協力しながら駅前における

交通結節機能の強化を目指します。 

 

②中央林間駅を中心に、駅前広場や歩道の整備・改善、自転車利用環境の整備、道路の適正な管理と

活用を推進するなど、歩きたくなるまちなか空間の形成を目指します。 

 

③境川沿いに広がる林、自然林が多く残されている中央林間自然の森、西側に位置する多胡記念公園

や宇都宮記念公園などの緑のスポットを結ぶ、歩行者系ネットワークの整備に取り組むなど、緑の

ネットワークの形成を目指します。 

 

④南大和相模原線や公所相模原線など幹線道路の整備によりラダーパターンの形成を目指します。 

 

⑤下鶴間高木地区などの境川沿い住宅地において、新たなモビリティ・サービスの創出により、快適

に移動できる交通環境の形成を目指します。 

 

２ 快適に働ける地域環境の形成 
新しい働き方を見据えた良好な操業環境を維持増進し、快適に働ける地域環境の形成

を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①工場が集積する中央林間七丁目地区においては、敷地内や沿道の樹木、遊歩道などにより一体的に

緑化された環境の維持を誘導していくなど、工場と周辺の住宅地との調和がとれた地域環境の形成

を目指します。 

 

②地域内の工業、準工業地域については、工場の移転等による土地利用転換が行われる場合には、工

業・物流業務地としての土地利用の継続を促し、地域の活力の維持を図るとともに、産業と住環境

が調和する街並みの形成を目指します。 

 

 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 

[（１）繋がりが生まれる都市づくり] 

 

[（２）活躍しやすい都市づくり] 
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３ 快適に暮らせる地域環境の形成 
ライフステージの変化や多様なライフスタイルに応える暮らしの場を創出し、多様な

世代が快適に暮らせる地域環境の形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①つきみ野地区など基盤整備がされた低層住宅地では、敷地内の緑を大切にし、開発当時のまちづく

りの理念やイメージを感じられる空間を維持するなど、田園都市の名残を感じられる住環境の形成

を目指します。 

 

②中央林間地区の中層住宅市街地において、都市型住宅などが建設される場合には、建物の高さや形

態について周囲との調和を図るとともに、オープンスペースや高木を植栽するなどの緑のスペース

確保により、景観や周辺の住環境の向上を誘導するなど、林間都市の名残を感じられる住環境の形

成を目指します。 

 

③つきみ野地区をはじめとした高齢化の進行が見られる地区では、空き家や空き地の利活用や流通促

進、既存のルールの見直しなどにより、ライフステージの変化や多様なライフスタイルに応える暮

らしの場の形成を目指します。 

 

④市街化調整区域の内山地区は、都市基盤の整備や、中央林間自然の森の活用などにより、緑豊かな

住環境と調和したまちづくりの推進を目指します。 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 

[（３）暮らし続けられる都市づくり・（５）心地良く暮らせる都市づくり] 
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まちづくり指針図（中央林間・つきみ野地域） 

－ 中央林間・つきみ野地域 － 

 
凡 例 

幅広い役割を持つ中心的な 

商業・業務地 

地域の拠点性ある商業地 

ｺﾐｭﾆﾃｨの中心となる商業地 

沿道サービス施設が 

立地する市街地 

利便性の高い中層市街地 

住まいを中心とした 

中層市街地 

ゆとりある低層住宅市街地 

工業等と住宅の混在を許容す

る複合市街地 

活力を生む工業系市街地 

樹林地・農地を 

中心とする地域 

主な公園・保全緑地等 

商業系の市街地 

住居系の市街地 

工業系の市街地 

水と緑のつながり 

緑のスポット 

緑豊かな新たな市街地形成を 

推進する地域 

土地利用誘導地 

中心拠点 

地域拠点 

生活の拠点 

拠点 

 

歩行者系ネットワーク 

歩行者系ネットワーク 

(水と緑の資源を結ぶネットワーク) 

 
ふるさと軸 

水と緑のつながり 

土地利用 

 

交通 

 

主要幹線道路 

その他幹線道路 

ラダーパターン 

その他鉄道 

新幹線 

新たなまちづくりを検討する 

地域 

工場等 
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（２）南林間・鶴間地域 

ⅰ．地域の形成経緯 

ⅱ．地域の現況と特性 

ⅲ．地域のみなさんの声 

ⅳ．まちづくりの視点 

ⅴ．あるべき地域の姿 

ⅵ．まちづくりの取り組み指針 
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ⅰ．地域の形成経緯 

１ 地形                                                 

・地域の東側を流れる境川とその支流である目黒川が相模野台地を刻み、地域東側の下鶴

間では谷地形を形成していますが、平坦な地形が大半を占めている地域となっていま

す。 

 

２ 自然                                              

・地域東側を流れる境川沿いには斜面緑地が残され、旧街道沿いの宿場町があった下鶴間

では、まとまった農地や生産緑地がみられます。また、深見歴史の森や諏訪神社境内の

緑といった歴史的な緑が形成されています。 

 

３ 道路・交通網                                       

・国道 246号や都市計画道路福田相模原線、南大和相模原線等によって、円滑な都市間交

通を可能とするラダーパターンの道路網が形成されつつあります。また、小田急江ノ島

線の 2つの鉄道駅や路線バス等による利便性の高い公共交通網が形成されています。 

 

４ 市街地形成                                          

・南林間駅周辺では、中央林間駅周辺と同様に林間都市計画が発端となって、現在の市街

地の基礎を築いています。当時の名残りとして、大和学園が現存しています。また、中

央林間が放射状の道路で中心性を強調したのに対して、碁盤の目状の道路と大きな街区

を持つことにより、住宅地としてのイメージをより強くしている街区形状が特徴となっ

ており、現在でも地域では「～条通り」と各街路を呼んでいます。 

・一方、鶴間駅の東側周辺は、江戸時代の大山参りの街道沿いの宿場として発展してきま

した。現在もその名残として矢倉沢往還の歴史的な街並みが残っています。昭和初期に

は、大規模な軍事施設や都市整備を行う軍都計画によって都市基盤が整備されました。 

・昭和中～後期には、大和市役所の建設が行われるとともに、国道 246号等の整備によっ

て商業施設や工場の集積も進んできました。南林間駅と鶴間駅との距離が短いことか

ら、連続的な商業地が形成されていることや、工場移転による大規模商業施設の立地な

ど、にぎわいのあるまちとなっています。 

 

５ 市街地整備（拠点性向上）                                       

・市街地形成の過程において、南林間駅や鶴間駅周辺は、地域の中心地として発展してき

ましたが、少子高齢化の進行を見据えた、生活に身近な都市機能を提供する地域拠点と

して位置づけ、生活の質と利便性の向上を図っています。 

 

 

  

－ 南林間・鶴間地域 － 
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南林間駅 

 

境川 

 

南林間・鶴間地域の概況 

 

国道 246 号 

 

 

 

 

 

 

小田急江ノ島線 

 

深見歴史の森 

 

鶴間駅 

 

南林間駅 

 

国道 246 号 

 

－ 南林間・鶴間地域 － 

県道 50 号（座間大和） 

県道 56 号（目黒町町田） 

東名高速道路 

 

国道４６７号 

 



 

 
86 

第
２
章 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－ 南林間・鶴間地域 － 

市街地の形成経緯 

 

形成された景観（伝えたい残したいやまとの景観） 
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ⅱ．地域の現況と特性 

１ 人口・世帯                                       

・平成 27年の人口は約 68,700人、世帯数は約 31,000世帯となっています。 

・過去 20年間の推移をみると、人口・世帯数ともに増加しており、人口は約 11,000人、

世帯数は約 8,000世帯増加しており、駅西側を中心に人口密度が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,981 
61,199 

64,317 

68,488 68,714 

23,130 
24,978 

27,278 

30,069 
30,992 
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12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

24,000

33,200

42,400

51,600

60,800

70,000

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年

(世帯数)(人)

人口 世帯

出典：国勢調査（Ｈ27） 

図：人口世帯の推移 図：年齢別人口構成 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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２ 交通                                         

・国道 246号や都市計画道路南大和相模原線などの主要幹線道路がラダーパターンを形成

しつつあり、それらに準ずる幹線道路の整備率は約 8割となっています。 

・駅を中心とした主要幹線道路には、歩行者専用道路や自転車通行帯の整備が進み、道路

基盤が整備されている一方で、幅員が 4.0ｍ未満の狭あい道路がみられます。 

・南林間駅の西側では、幅員が 4.0ｍ未満の狭あい道路が見られるものの、林間都市開発に

より整備された碁盤の目状の一方通行道路が特徴となっています。 

 

３ 拠点                                         

・地域拠点である南林間駅・鶴間駅の西側には商業の集積が見られ、鶴間駅の東側には、

拠点集約型機能である市役所、保健福祉センター、大和市立病院が立地しており、さら

なる子育て環境の充実を図るため、計画的に整備を進めています。 

 

４ 土地利用                                      

・南林間座間線沿いや南林間駅周辺、国道 246号沿いや鶴間駅周辺など、地域を東西に繋

ぐ幹線道路沿いには小売店舗などがみられ、その周囲に住宅が広がっています。 

・また、国道 246号沿いには、道路交通の利便性を活かし、工場などの集積がみられま

す。 

・過去 10年前と比較して、非建築的土地利用や業務系土地利用が減少している一方、住居

系土地利用が増加しており、市全体の割合より多くなっています。 

・深見歴史の森や諏訪神社境内のまとまった緑をはじめ、都市公園や境川沿いの斜面緑

地、矢倉沢往還周辺に生産緑地、農地などの様々な緑の資源が集積しています。 

・また、地域南東部は、農業振興地域に指定されています。 

 

５ 地域活動                                                                                

・南林間駅南一条通りでは、大和市みんなの街づくり条例に基づく、「南林間南一条通り商

店街街づくり委員会」が設置され、商店街を活かした魅力あるまちづくりが進められて

います。 

・また、大和市道路等環境美化活動（アダプト・プログラム）や公園愛護会などの活動に

より、道路や公園などの公共空間の維持管理活動が行われているとともに、地区計画や

建築協定による地域住民が主体となった良好な市街地形成に向けたまちづくりが実施さ

れています。  

－ 南林間・鶴間地域 － 
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交通の状況 

拠点の状況 

土地利用の状況 

出典：H27都市計画基礎調査 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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その他（山林・河川・耕作放棄地・民間空地等） 地区面積：556.65ha
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地域活動の状況 

産業の動向 

 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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H7年

H12年

H17年

H22年

H27年

H27年

南
林

間
・

鶴
間

大
和

市

農業 林業 漁業 鉱業

建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 運輸・通信業

卸売・小売業，飲食店 金融・保険業 不動産業 サービス業

公務(他に分類されないもの)

セントラルマンション百花みどりの愛護会、南林間西北自治会環境衛生委員会（花苗休

止中）、アミティ鶴間管理組合

宿公園愛護会、一之関寿会、子安１号公園愛護会、愛護会鶴間台西公園、鶴間台東公園

愛護会、南林間中央公園愛護会、ＬＭ大和みどりの愛護会、西鶴間二丁目公園愛護会、

公所公園愛護会、西鶴間四丁目児童遊園愛護会、大和市下鶴間双葉会、大野原公園愛護

会、上草柳三丁目公園愛護会、上草柳三丁目公園愛護会、子安３号公園愛護会、桜の散

歩道愛護会、山王原東公園愛護会、下鶴間子どもの広場愛護会、南鶴間公園愛護会、つ

るまの森・保全協力会、坂上楽友会、西鶴間児童遊園みどりの愛護会、目黒台公園みど

りの愛護会、上草柳７丁目児童遊園みどり愛護会、西鶴間５丁目みどりの愛護会、南林

間西北公園愛護会、西鶴間１号公園みどりの愛護会、南林間４丁目公園みどりの愛護

会、上草柳七丁目遊歩道公園愛護会、慰霊塔公園愛護会、N・F・G、林間公園愛護会、

山上みどりの愛護会、ふるみち公園愛護会、花みずき会、リラ　クリーン、さわやかグ

ループ愛護会、西南すみれ会、内山コミュニティ愛護会（交付金なし）、目黒公園サク

ラとみどり愛護会、ちびっ子広場愛護会、山王原公園花いっぱい愛護会、さくらの散歩

道愛護会（公所地区）、高木公園愛護会、名和公園愛護会、南林間南自治会公園愛護会

地区計画等

地区計画      ：南林間駅西地区地区計画、下鶴間山谷南地区地区計画

街づくり協定 : 南林間南一条通り商店街街づくり協定

南林間・鶴間地域

まちづくり

組織一覧

地区街づくり

協議会
南林間南一条通り商店街街づくり委員会

三ツ和自治会、黄花コスモス会、大東建託株式会社 大和支店、特定非営利法人たんぽ

ぽ障がい者自立支援事業所、カットスタジオ みどり、住友、株式会社 安田屋、境川

かしの木くらぶ、湘南植木有限会社、トレニア

公園愛護会

みどりの愛護会

大和市道路等

環境美化活動

建築協定      ：西鶴間8丁目（44組）、鶴間台6区
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ⅲ．地域のみなさんの声 

都市計画マスタープランの改定にあたり、「大和市に住んでいる人」だけでなく「大和市で

働いている人」、「大和市で活動している人」など、本市に関わる様々な方から都市づくり・

まちづくりに関する意見をいただき、地域ごとに主要な課題やニーズを整理しました。 
 

  
地域のみなさんの主な声 

 

 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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ⅳ．まちづくりの視点 

南林間・鶴間地域の成り立ちや特性を踏まえ今後のまちづくりを進めるため、全体構想に

おける４つの「都市づくりの視点」に基づき、当該地域の「まちづくりの視点」を次のとお

り整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

視点① 

ラダーパターンを始めとしたネットワーク化された道路基盤や小田急江ノ島線を始めとした公共交

通網を活かした、中央林間駅周辺や大和駅周辺など市内南北地域との連携による新たな価値の創出 

視点② 

深見歴史の森や諏訪神社、矢倉沢往還の街並みなどの歴史的資源と、その周辺の生産緑地や産業系

土地利用を活用した、都市活力の創出 

視点③ 

林間都市開発を基盤に形成された歴史ある街区構成を活かした快適で個性豊かな都市空間の創出 

視点④ 

この地域の魅力を形成している資産の所有者を始めとした住民、事業者などと、相互の役割を確認

し、信頼関係に基づき協力していくまちづくりへの意識の醸成 

－ 南林間・鶴間地域 － 

[都市づくりの視点②：多様性ある土地利用と地域社会の維持増進による都市活力の創出] 

[都市づくりの視点①：都市内外の交流・連携の促進による都市経営の効率化と新たな価値の創出] 

[都市づくりの視点③：都市基盤などの維持と再生による快適で個性豊かな都市空間の創出] 

[都市づくりの視点④：多様な主体による都市づくりの推進による「わがまち」意識の醸成] 
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ⅴ．あるべき地域の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みちと歴史とまちなかの緑と  

利便性の高い市街地が共存する豊かなまち  

 

・広域幹線道路網や林間都市開発による碁盤の目状の生活道路を基盤とし、公共交通が発達し、商

業施設や工場など活力ある産業系土地利用や多くの戸建て住宅が密集して立地している南林間・

鶴間地域は、利便性の高い市街地が形成されている一方で、深見歴史の森や諏訪神社、矢倉沢往

還の街並みなど、緑豊かな歴史的資源が残されている地域でもあります。 

・このような特性が共存し、多様な過ごし方が出来る豊かなまちをあるべき姿とします。 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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ⅵ．まちづくりの取り組み指針 

あるべき地域の姿の実現に向けて南林間・鶴間地域に必要な取り組みを、全体構想におけ

る「都市づくりの方針」に基づき、「まちづくりの取り組み指針」として以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 豊かな繋がりが生まれる地域環境の形成 
地域拠点周辺において、居心地が良い人中心の街路空間を形成し、交流を促進するこ

とで、豊かな繋がりが生まれる地域環境の形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①南林間駅と鶴間駅の２駅間をつなぐ二条通りについては、道路の適正な管理と活用などにより歩行空

間の安全性の向上を図り、歩きたくなるまちなか空間の創出を目指します。 

 

②南林間座間線（やまと根岸通り）については、皆さんの協力により確保された空間の整備等による沿道

のまちづくりを促し、居心地が良い人中心の街路空間の形成を目指します。 

 

③南林間地区の林間都市開発によって生まれた緑豊かな街並みや、鶴間地区の歴史の道から深見歴史の

森周辺、境川に至る歩行者系ネットワークの整備に取り組むなど、緑のネットワークの形成を目指し

ます。 

 

④福田相模原線の拡幅と歩道などの整備により歩行者や自転車の移動空間を確保すると共に、ラダーパ

ターンの形成による車両等の交通の円滑化を推進し、生活道路における通過交通の排除を目指します。 

[（１）繋がりが生まれる都市づくり] 

２ 産業機能と住宅等との豊かな関係性が生まれる地域環境の形成 
主要幹線道路による円滑な交通網を活かした活力ある土地利用と、住宅などとの共存

を図り、より良い相隣関係を築いていくことで、豊かな関係性が生まれる地域環境の

形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①工場と住宅や商業施設の複合がみられる下鶴間地区の工業地域や準工業地域については、主要幹線道

路による円滑な交通網を活かした活力ある生産環境の維持と周辺住環境との調和を目指します。 

 

②下鶴間地区の工業地域や準工業地域に存在する街区単位のまとまった土地の土地利用転換に際して

は、産業振興に資する都市基盤施設の適切な配置や、工業・流通業務地の継続を基本とした計画的な土

地利用の誘導を総合的に進めるなど、快適な操業環境の維持増進を目指します。 

[（２）活躍しやすい都市づくり] 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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３ 都市空間の豊かさと安全性が共に確保された地域環境の形成 
小田急江ノ島線の西側の一部の地区に残存する、歴史ある街区構成や下鶴間地区に残

存する屋敷林などを継承しながら、地区の安全性向上を図り、都市空間の豊かさと安

全性が共に確保された地域環境の形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

①南林間地区の低層住宅地においては、林間都市のイメージを大切にしたまちづくりを進め、住宅の耐震

化・不燃化の促進などにより火災などの災害の被害を拡大させない都市空間の形成を推進するなど、防

災性の向上を目指します。 

 

②林間都市開発により整備された南林間駅の西側地域においては、交通の円滑化と安全性の向上に寄与

する道路空間の整備や交通規制により、歩行者や自転車の移動空間の確保を推進するなど、日常生活に

おける安全性の向上を目指します。 

 

③下鶴間山王原地区においては、宅地開発が行われる際に、道路整備や緑地（オープンスペース）の確保・

創出などを含む総合的な開発が行われるよう誘導することにより、防災性や交通安全性の向上のため

の道路空間の確保に取り組むなど、安心して暮らせる地域環境の形成を目指します。 

[（４）安心して暮らせる都市づくり] 

４ 豊かな歴史と自然を体感できる地域環境の形成 
ふるさと軸上にある農地や屋敷林などの歴史ある景観資源や生産緑地の集積がみら

れる地区については、まとまった緑の保全とともに、暮らしの中でより体感できる緑

として活用することで、豊かな自然を体感できる地域環境の形成を目指します。 

■まちづくりの取り組み指針 

 

①矢倉沢往還周辺の連坦した都市農地は、豊かな自然環境として、生産緑地地区の指定などによる保全や、

市民が自然と触れ合える場としての活用を推進するなど、豊かな自然を体感できる環境の形成を目指し

ます。 

 

②深見歴史の森や諏訪神社の緑などの歴史的景観資源は、周辺の農地と一体的な保全・活用を推進するな

ど、豊かな歴史と自然を体感できる環境の形成を目指します。 

[（５）心地良く暮らせる都市づくり] 

－ 南林間・鶴間地域 － 
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凡 例 

幅広い役割を持つ中心的な 

商業・業務地 

地域の拠点性ある商業地 

ｺﾐｭﾆﾃｨの中心となる商業地 

沿道サービス施設が 

立地する市街地 

利便性の高い中層市街地 

住まいを中心とした 

中層市街地 

ゆとりある低層住宅市街地 

工業等と住宅の混在を許容す

る複合市街地 

活力を生む工業系市街地 

樹林地・農地を 

中心とする地域 

主な公園・保全緑地等 

商業系の市街地 

住居系の市街地 

工業系の市街地 

水と緑のつながり 

緑のスポット 

緑豊かな新たな市街地形成を 

推進する地域 

土地利用誘導地 

中心拠点 

地域拠点 

生活の拠点 

拠点 

 

歩行者系ネットワーク 

歩行者系ネットワーク 

(水と緑の資源を結ぶネットワーク) 

 
ふるさと軸 

水と緑のつながり 

土地利用 

 

交通 

 

主要幹線道路 

その他幹線道路 

ラダーパターン 

その他鉄道 

新幹線 

 

まちづくり指針図（南林間・鶴間地域） 

大和東小学校 

－ 南林間・鶴間地域 － 

新たなまちづくりを検討する 

地域 

工場等 


